
病児保育もりっこ同意書 
 

 

1. 保育中に病状急変等があった場合、保護者の承諾を得ていなくても、医師が医療行為を

行う場合があります。病児に投薬の必要が生じた場合や、持参したお薬の効果が十分で

ない場合は、医師が処方し、看護師または保育士が使用する場合があります。医師の指

示により、看護師または保育士が吸引・吸入を行う場合があります。 

 

2. 保育中に病状急変等があった場合、保護者の承諾を得ていなくても、医師あるいは看護

師あるいは保育士の判断のもと、他院を受診または緊急搬送を行う場合があります。そ

の際に発生する医療費は保護者の方に負担していただきます。 

 

3. 保育中に病状が悪化した場合、災害・事故が発生した場合等に、お迎え時間になってい

なくてもお迎えをお願いすることがあります。 

 

4. ご利用当日は、必ず連絡が取れるようにお願いいたします。緊急連絡が取れなかったこ

とにより不利益が生じても、当病児保育では責任を負うことができません。 

 

5. 感染対策を十分に行い利用者間の感染には細心の注意を払いますが、感染の可能性が

全くないというわけではありません。 

 

6. ご持参いただいたお弁当は冷蔵庫保存とさせていただきます。万一ご持参いただいた

お弁当の摂取によりお子さまの体調に異変が生じても当病児保育では責任を負うこと

ができません。 

 

7. 病児保育もりっこは東大阪市委託事業であるため、東大阪市へ利用者の情報・状況の報

告が必要となります。 

 

 

 

病児保育もりっこは、上記についてご理解、ご承諾いただいた方にご利用いただけます。 
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